
 

入 札 公 告 

 

高石市告示第 92 号 

 

 高石市建設工事に係る条件付一般競争入札（事後審査型）実施要綱に基づいて、次のとおり入札に

付す。 

 

令 和 ７ 年 1 2 月 1 5 日 

 

 高石市長 畑 中 政 昭 

 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 工 事 名  7-4号線他雨水管布設工事（その２） 

⑵ 工 事 場 所  西取石７、８丁目地内 

⑶ 竣 工 期 日  令和８年３月 31日 

⑷ 工 事 業 種  土木一式工事 

⑸ 工 事 概 要  排水施設延長      L=97.80ｍ 

【管布設工】 

推進工   φ1100   L=56.00ｍ 

推進工   φ1350   L=34.90ｍ 

            【人孔築造工】 

雨水人孔               ２箇所 

            【立坑築造工】       ２箇所 

            【薬液注入工】       一式 

            【舗装工】         一式 

            【附帯工】         一式 

⑹ 予 定 価 格  ￥２６６,８３３,０００.―（消費税・地方消費税相当額を含まない。） 

⑺ 最 低 制 限 価 格  ￥２１４,６７２,０００.―（消費税・地方消費税相当額を含まない。） 

⑻ 契約不適合責任期間  ２年 

⑼ 支 払 条 件  竣工検査終了後、支払請求書を受理した日から 40日以内に支払う。 

            前 払 金  契約金額の 40％の範囲内とする。 

部 分 払  高石市契約規則（平成７年高石市規則第３号。以下「契 

約規則」という。）第 55条の規定による。 

⑽ 入 札 方 法  条件付一般競争入札（事後審査型） 

⑾ 入 札 保 証 金  免除する。ただし、落札者が当市指定の期間内に契約を締結しないときは、

入札書記載金額に 100分の 110を乗じた額の 100分の３に相当する金額を違

約金として徴収する。 

⑿ 設 計 受 託 業 者  サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店 

（大阪市中央区博労町３-２-８） 



 

２ スケジュール 

入札公告等の配布 令和７年 12月 15 日(月) から 

予定価格・最低制限価格の公表 令和７年 12月 15 日(月) 

入札公告等に関する質問 令和７年 12月 15 日(月) から 令和８年１月 13日(火)まで 

入札公告等に関する質問の回答 令和８年１月 14日(水) 

入札参加申請書提出期間 令和７年 12月 15 日(月) から 令和８年１月 15日(木)まで 

入札参加申請確認通知 令和８年１月 16日(金) 

設計図書等の販売 令和７年 12月 15 日(月) から 令和８年１月 15日(木)まで 

設計図書等に関する質問 令和８年１月 16日(金)  から 令和８年１月 23日(金)まで 

設計図書等に関する質問の回答 令和８年１月 27日(火) 

入札 令和８年１月 30日(金) 午後２時００分 

 

３ 入札参加資格 

 入札参加資格は、次の各号に定める要件をすべて満たすものとする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当していないこと。 

⑵ 契約規則第６条第１項に規定する有資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）に登録されて

いること。 

⑶  建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「建設業法」という。）第３条第１項第２号に規定す

る特定建設業の許可を受けていること。 

⑷ 建設業法第 27条の 23 第１項に規定する経営事項審査（以下「経営事項審査」という。）を受け、

その有効期間内にあること。 

⑸ 高石市競争入札指名停止要綱（令和３年４月１日施行）による指名停止措置を受けていないこ

と又は同要綱別表の措置要件に該当していないこと。 

⑹ 高石市契約に係る暴力団排除措置要綱（平成 24 年高石市告示第 85号。以下「暴力団排除措置

要綱」という。）による入札等除外措置を受けていないこと又は同要綱別表の措置要件に該当して

いないこと。 

⑺ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の

申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 33条第１項の

再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てを

なされなかった者とみなす。なお、再生手続開始の決定を受けた者については、その旨を証する

書面を提出すること。 

⑻ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の

申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生

事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和 27年法律第 172 号。以下「旧法」

という。）第 30条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続

開始の申立て」という。）をしていない者又は更生手続き開始の申立てをなされていない者である

こと。ただし、同法第 41条第１項の更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手

続開始の決定を含む。）を受けた者については、その者に係る同法第 199条第１項の更生計画の認

可の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。）があった場合にあっては、

更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。なお、更生計画

の認可の決定を受けた者については、その旨を証する書面を提出すること。 

⑼ 手形交換所による取引停止処分を受けてから、２年間を経過している者又は本工事の入札執行



 

日前６か月以内に手形、小切手を不渡りしていない者 

⑽ 大阪府内に本店又は支店等があること。 

⑾ 入札日において有効な経営事項審査結果の土木一式工事に係る総合評定値Ｐ点が 1,200点以上

の者であること。 

⑿ 建設業法第 26条に規定する監理技術者（土木工事業）を専任で配置すること。なお、当該配置

する監理技術者は、入札参加申請のあった日において３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係

にあることを必要とする。 

⒀ 本工事の設計受託業者との関係が、次の①から③までのいずれにも該当しないこと。 

  ① 設計受託業者の発行済み株式総数の２分の１を超える株式を保有し、又はその出資の総額の

２分の１を超える出資をしていること。 

  ② 設計受託業者に発行済み株式総数の２分の１を超える株式を保有され、又はその出資の総額

の２分の１を超える出資を受けていること。 

  ③ 代表権を有する役員が設計受託業者の代表権を有する役員を兼ねていること。 

 

４ 入札公告等の配布 

⑴ 期 間  令和７年 12月 15日(月) から 

⑵ 配 布 方 法  高石市ホームページからのダウンロード。 

 

５ 入札公告等に関する質問と回答 

⑴  期 間  令和７年 12月 15日(月)から 令和８年１月 13日(火)午後５時まで 

⑵  質 問 方 法  「質疑回答書（入札公告等）」へ質疑を記入のうえ、電子メールにより提出。 

⑶ 回 答 日  令和８年１月 14日(水) 

⑷ 回 答 方 法  高石市ホームページへの掲載による。 

 

６ 入札参加申請 

 入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加申請を行わなければならない。 

⑴ 申 請 期 間  令和７年 12月 15日(月) から 令和８年１月 15日(木) まで 

土曜日、日曜日、祝日を除く午前９時から午後５時まで。 

ただし、正午から午後１時までを除く。 

⑵ 申 請 方 法  高石市総務部財政課（本館２階）に提出書類を持参（郵送不可） 

⑶ 提 出 書 類  

① 条件付一般競争入札（事後審査型）参加申請書（様式第１号。使用印を押印のこと。） 

  ② 建設業法に基づく特定建設業の許可証明書（写し） 

  ③ 経営事項審査（写し） 

 

７ 入札参加申請確認通知 

  入札参加申請を受付けたときは、次のとおり入札参加申請の確認を行う。入札には、入札参加申請

の確認において入札参加を認められた者が参加できる。 

⑴ 確認通知 日  令和８年１月 16日(金) 

⑵ 通 知 方 法  電子メールによる。 

⑶ 確 認 事 項  ① 記載事項に不備がないこと、指定した書類が添付されていること、期日

内にされたものであること、その他の形式上の要件 



 

② 有資格者名簿への登録の有無 

③ 特定建設業許可の有無 

④ 経営事項審査の総合評定値 

⑤ 指名停止措置の有無 

⑥ 入札参加除外措置の有無 

 

８ 設計図書等の販売 

⑴ 販 売 期 間  令和７年 12月 15日(月) から 令和８年１月 15日(木) まで 

土曜日、日曜日、祝日を除く午前９時から午後５時まで。 

ただし、正午から午後１時までを除く。 

⑵ 販 売 方 法  市の指定する業者から購入 

          指定業者 名称 株式会社カンプリ堺 

                住所 堺市西区津久野町３－３３－２３ 

                F A X ０７２－２６６－０６６０ 

(注) あらかじめ指定業者に注文書をＦＡＸの上、購入すること。 

(注)  午前申込は翌日午前渡し、午後申込は翌日午後渡し 

                金額 ＣＤ販売・・・￥2,500- 

 

９ 設計図書等に関する質問と回答 

⑴  質 問 期 間  令和８年１月 16日(金) から 令和８年１月 23日(金) 午後５時まで 

⑵ 質 問 方 法  「質疑回答書（設計図書等）」へ質疑を記入のうえ、電子メールにより提出。 

⑶ 回 答 日  令和８年１月 27日(火) 

⑷ 回 答 方 法  電子メールによる。 

 

10 入札 

⑴  入 札 日 時  令和８年１月 30日(金) 午後２時００分 

⑵ 入 札 場 所  高石市役所別館３階 会議室 311・312 

⑶ 入 札 書  入札書は、当日配布する。本市届出印を持参できないときは、委任状（任意

様式）及び代理人の印を持参のこと。 

⑷ 記 載 金 額  契約希望金額の 110 分の 100（消費税及び地方消費税に相当する額を除いた

額）とする。 

⑸ 工事費内訳書  入札者は、入札書の提出と同時に入札価格に対応した工事費内訳書（各内訳

書の一式計上分、任意様式）を提出しなければならない。 

なお、工事内訳書を提出しない入札者がした入札は、無効とする。 

⑹ 落札候補 者  

① 入札参加者のうち、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最も低い価格で入札した者

を落札候補者とする。 

② 落札候補者となるべき最低価格の入札をした者が２者以上あった場合は、くじ抽選により落

札候補者を決定するとともにその順位を決定する。 

③ 入札参加者のうち、予定価格を上回る価格または最低制限価格を下回る価格で入札した者は

失格とする。 

 



 

11 落札候補者に係る審査 

 落札候補者について、次のとおり入札参加資格の審査を行う。 

⑴ 審 査 書 類  落札候補者は、次のとおり審査に必要な書類を提出しなければならない。 

① 提 出 期 限  落札候補者決定日の翌日（翌日が休日（高石市の休日を定める条例（平成

２年高石市条例第６号）第１条に規定する休日をいう。）のときは、翌日以降

の初めての休日でない日）の午後５時まで。 

② 提 出 方 法  高石市総務部財政課に持参 

③ 提 出 書 類  入札参加資格審査申請書（様式第６号。使用印を押印のこと。） 

             添付書類 ・ 配置予定技術者調書（別紙１） 

（コリンズに登録のない工事は、契約書（写し）を添付） 

・ 配置予定技術者調書に係る監理技術者資格を証明する書

類（写し）及び健康保険証等雇用関係を証明する書類（写

し） 

・ 誓約書（別紙２） 

暴力団排除措置要綱第 11条に基づく書類 

                 ・ その他必要と認める書類 

⑵ 落札者の決定  落札候補者について審査した結果、入札参加資格があると認められるときは、

落札候補者を落札者とする。 

⑶ 入札の無 効  落札候補者が第１号に規定する書類を提出しないとき又は審査の結果入札参

加資格がないと認められるときは、落札候補者の入札は無効とする。この場合

は、開札時に決定した次順位者を落札候補者として審査を行い、以降落札候補

者が入札参加資格を有していると確認できるまで同様の手続きを行う。 

⑷ 通 知 方 法  落札者、落札候補者のうち落札者とされなかった者及び次の落札候補者とな

った者への通知は、電話又は電子メールにより行う。 

 

12 契約の締結 

 落札者は、落札者の決定を通知した日から７日以内に所定の契約書により本市と契約を締結しなけ

ればならない。 

 

13 入札保証金及び契約保証金 

⑴ 入札保証 金  入札保証金は、契約規則第 13 条第１項第３号の規定により免除する。ただ

し、落札後、契約締結に応じない場合は、入札書に記載された金額に 100分の

110 を乗じた額の 100分の３に相当する金額を違約金として徴収する。 

⑵ 契約保証 金  契約者は、契約金額の 100分の 10に相当する金額の契約保証金を納めなけれ

ばならない。この契約保証金は、現金又はこれに代わる担保とする。ただし、

契約者が保険会社との間に当市を被保険者とする履行保証保険契約又は履行保

証契約（履行ボンド）を締結し、その証券を提出したときは、免除する。 

 

14 入札の中止 

入札者が２名に満たないときは、入札を中止とする。 



 

 

15 その他 

⑴ 入札参加手続きに必要な費用は、入札に参加しようとする者の負担とする。 

⑵ 提出された書類は、返却しない。 

⑶ 入札参加者は、設計図書等を熟読し、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）、同法施行令等の関

係法令並びに契約規則、高石市競争入札心得（一般競争入札（事後審査型）用）（平成 31年４月

23日決裁）等を遵守すること。 

⑷ 工事の一部を下請させる、または資材・物品等の購入、建築機械のリース、運送業務、警備業

務等を調達する場合は、可能な限り高石市内に本店を有する業者（市内業者）への発注に配慮す

ること。 

 

16 問合先 

 高石市総務部財政課 

住 所  高石市加茂 4丁目 1番 1号 

電 話  072-265-1001 内線 2244 

電子メー ル  keiyaku-n@city.takaishi.lg.jp 

ファック ス  072-263-6116 


